
コロナ治療で入院中に治療薬を投与された場合の公費負担 ① 達する場合

○ 入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみ
た自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則１万円を減額した額に達するかど
うかを判断する。
① 達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額
から原則１万円を減額した額を適用する（新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に
係る入院の医療費に含める）。
② 達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則１万円を減額する措置は適用せず、新
型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が１割の方で 3,000 円、
２割の方で 6,000 円、３割の方で 9,000円とする公費支援を適用する（治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医
療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求する）。

公費による減額後の
負担額（75,100円）

自己負担限度額
（80,370円）

【事例】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療：20,000点、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬：9,400点

患者負担 公費（入院診療）

新型コロナウイルス感染
症の治療の医療費（治療
薬分を含む）の自己負担
割合相当額が75,100円を
超える場合
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コロナ治療で入院中に治療薬を投与された場合の公費負担 ② 達しない場合

○ 入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみ
た自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則１万円を減額した額に達するかど
うかを判断する。
① 達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額
から原則１万円を減額した額を適用する（新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に
係る入院の医療費に含める）。
② 達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則１万円を減額する措置は適用せず、新
型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が１割の方で 3,000 円、
２割の方で 6,000 円、３割の方で 9,000円とする公費支援を適用する（治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医
療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求する）。

公費による減額後の
負担額（162,400円）

【事例】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療：35,600点、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬9,400点

患者負担 公費（治療薬）
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28370807で請求

新型コロナウイルス感染
症の治療の医療費（治療
薬分を含む）の自己負担
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超えない場合
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